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１． 温室効果ガス排出量削減に関する動向  

 

（１） 国内の取り組み 

 

近年、地球温暖化が急速に進んでいます。気象庁によると、2024 年の世界の平均気温は、

1891 年の統計開始以降で最も高い値となり、2024 年の日本の平均気温も、1898 年の統計

開始以降で最も高い値となりました。 

 

また、IPCC※１第 6 次報告書によると、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させ

てきたことには疑う余地がなく、人間活動による温室効果ガスの排出によって 1850～1900

年を基準とした世界平均気温は 2011～2020 年に 1.1℃の温暖化を引き起こした」と報告さ

れています。さらに、このまま継続的に温室効果ガスを排出すると更なる地球温暖化をもた

らし、21 世紀の間に 1.5℃を超える気温上昇が予測されています。 

 

このような状況から、世界中で温室効果ガスを減少させることが至上命題となっており、

2015 年にはパリ協定が採択され、日本を含めた気候変動の枠組みに関する条約に加盟する

全ての国と地域が温室効果ガスの削減目標・行動をもって参加しています。我が国では、パ

リ協定に基づき温室効果ガス排出削減目標を明確化※２し、2030 年度において、2013 年度か

ら 46％削減し、2050 年度においてカーボンニュートラル※３を目指すとしています。特に、

国立大学法人が分類されている「業務その他部門」においては、2030 年度までに 51%の削減

が求められています。 

また、政府実行計画※４では、政府が行う全ての事務及び事業において温室効果ガスの総排

出量を 2013 年度比で 2030 年度までに 50％削減することを目標としています。 

 

カーボンニュートラルに向けては、学校等を含む公共施設について、温室効果ガスを排出

する構造のインフラが 30 年後も存在することがないように、今から更新時に、省エネルギ

ー性能の向上や再生可能エネルギー設備の導入、電化や燃料転換等により脱炭素化を進め

ていくことが必要となります。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※１ 気候変動に関する政府間パネル（IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change）は、世界

気象機関（WMO）及び国連環境計画（UNEP）により 1988 年に設立された政府間組織で、

2021 年 8 月時点で 195 の国と地域が参加しています。 

※２ 地球温暖化対策計画（2021 年 10 月 22 日閣議決定）。 

※３ カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します。 

※４ 政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出のため実行すべき措置について定める計画

（2021 年 10 月 22 日閣議決定）。 
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（２） 東京都（ゼロエミッション東京戦略）の取り組み 

 

東京都は、2019 年 5 月、世界の大都市の責務として、平均気温の上昇を 1.5℃に抑えるこ

とを追求し、2050 年に CO2排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」を実現する

ことを宣言しています。また、2021 年 1 月には、2030 年までに温室効果ガス排出量を 50%

削減（2000 年比）する、「カーボンハーフ」を表明しています。 

 

 本学の温室効果ガス排出量抑制の取り組みは、都の支援事業に合致するものが多く、補助

金の対象となり得るか、継続して確認していくこととします。 

 

 

（参考） ゼロエミッション東京戦略の体系 

エネルギーセクター ①再生可能エネルギーの基幹エネルギー化 

②水素エネルギーの普及拡大 

都市インフラセクター（建築物編） ③ゼロエミッションビルの拡大 

都市インフラセクター（運輸編） ④ゼロエミッションビークルの普及促進  

資源・産業セクター  

 

⑤3Rの推進 

⑥プラスチック対策 

⑦食品ロス対策 

⑧フロン対策 

気候変動適応セクター  ⑨適応策の強化 

共感と協働 

-エンゲージメント＆インクルージョン- 

⑩多様な主体と連携したムーブメントと社

会システムの変革 

⑪区市町村との連携強化 

⑫都庁の率先行動 

⑬世界諸都市等との連携強化 

⑭サステナブルファイナンスの推進 
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（３） 東京都文京区（ゼロカーボンシティ特別区）の取り組み 

 

 本学のメインキャンパスである大塚１団地が位置する東京都文京区は、2022 年 2 月に、

2050 年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指すことを表

明しており、以下の 3 点が施政方針となっています。 

 

（ａ）環境保全 

区の二酸化炭素排出量の削減目標の速やかな達成を目指すとともに、文京シビックセン

ターにおいて、二酸化炭素を排出しない、再生可能エネルギー100％の電力を導入する。 

 

（ｂ）地球温暖化対策 

区民や事業者の協力が不可欠であることから、区と契約する事業者へ省エネルギー等の

環境に配慮した取り組みを促すなど、脱炭素社会に向けた機運を醸成するとともに、必要な

支援を実施する。 

 

（ｃ）施策の実効性を高める 

区内大学間の協力体制づくりを促し、取り組みの中で得られた知見等を区民へ還元する

ことで、施策の実効性を高める。 

 

文京区では、大学を含む事業者の二酸化炭素排出量が全体の５０％を越えています。この

ため、事業活動における環境配慮⾏動として、省エネルギー診断等を活⽤したエネルギーの

見える化、高効率機器等の導入による建物の省エネルギー化、及び環境に配慮した製品や交

通⼿段を選ぶ等の職場や事業活動での省エネルギー⾏動といったことを呼びかけています。 

これらは、本学の取り組みの方針とも合致する部分が多く、一事業者としても取り組みを

推進することとします。 
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（４） 国立大学法人等の取り組み  

 

国内外でカーボンニュートラルの実現が求められている中で、国、地方自治体、大学、企

業等のあらゆる主体がそれぞれの立場や強みに応じて一丸となって取り組むことが必要と

されています。その中でも、国や地域の政策や技術革新の基盤となる科学的知見を創出し、

その知を普及する使命を持つ国公私立大学が国内外に果たすことのできる役割は大きく、

カーボンニュートラル実現に向けて大学の機能はますます重要になってきています。 

 

このような点から、文部科学省、経済産業省および環境省による先導のもと、カーボンニ

ュートラルに向け積極的な取組を行っており、その取組の強化を検討する大学等による情

報共有や発信等の場として、「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション」

が 2021 年に立ち上がりました。2025 年 2 月時点で、本学を含めた 193 の大学等が加入し

ています。 

また、大学等コアリションは５つのワーキンググループを設置しており、その中の 1 つ

で、本学が所属するゼロカーボン・キャンパスワーキンググループでは、参加する全ての大

学がキャンパスのゼロカーボン化に向けた方針とロードマップ等の策定を進めています。 

 

図１：カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション 
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２． カーボンニュートラルの実現に向けた本学の方針 

 

（１） 方針、削減目標 

「お茶の水女子大学カーボンニュートラルロードマップ」作成の目的は、本学の地球温暖

化対策の取り組みにより温室効果ガスの排出を抑制することで、政府が掲げる 2050 年度ま

でのカーボンニュートラル達成に資するものです。以下に、本学の方針、削減目標を挙げま

す。 

 

１） カーボンニュートラル実現に向けた基本方針 

【政府の目標】        2030 年度：46%削減、 2050 年度：カーボンニュートラル 

【国立大学の目標】      2030 年度：51%削減、 2050 年度：カーボンニュートラル 

【お茶の水女子大学の目標】  2030年度：78%削減、 2050年度：カーボンニュートラル 

本学には、５つのキャンパス（大塚１、大塚２、板橋、東村山、館山）がありますが、こ

のうち対象とするのは、建物延面積の大半を占める大塚１団地とします（下図参照）。なお、

大塚１団地内に所在するお茶の水女子大学音羽館の学生寮部分については、カーボンニュ

ートラルを目指す 2050 年度を越えた 2057 年度末まで PPP 事業として民間事業者に運営

を委託していること、また住戸という性質上、脱炭素化への取り組みが入居者の意識に依存

することから対象外としますが、お茶の水女子大学音羽館の課外活動施設部分（Student 

Commons Annex）は、本計画の対象に含めることとします。 

図 2：各キャンパスの面積・構成員等一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、他のキャンパスを除外する理由として、大塚２団地は、主要施設が学生寮であり、

お茶の水女子大学音羽館と同様に住戸であることから、板橋団地は、2022 年度より土地を

定期借地権契約にて民間事業者に貸し付けており、本学が所有する建物がないこと、東村山

団地は、附属学校園の郊外園であり建物がないこと、館山団地は、かなり規模が小さいため、

大塚１団地を対象とします。 



6 

 

2030 年度に向けた本学の温室効果ガス排出削減計画は、｢お茶の水女子大学キャンパスマ

スタープラン 2021｣及び｢国立大学法人お茶の水女子大学がその事務及び事業に関し温室効

果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画（2023 年 12 月 22 日制

定）」（以下、「温室効果ガス排出削減のための実行計画」という。）に定められています。 

 

2050 年度カーボンニュートラル実現に向けた本学の方針・削減目標は、他大学の取り組

みのほか、大塚１団地が所在する東京都及び文京区の取り組みを踏まえて設定します。また、

政府目標である、地球温暖化対策計画、政府実行計画等を上回ることとします。 

 

取り組みの実行に向けては、｢教育における活動｣、｢施設整備の計画的な実施｣を軸としま

す。本学の特色として、同一のキャンパス内に附属学校園を有することが挙げられ、大学の

学生、教職員に加え、附属学校園の園児、児童、生徒といった構成員への教育活動と普及啓

発を行うことで、環境課題の解決へ向けて積極的に取り組む環境マインドを持った人材を

育成し、キャンパスのゼロカーボン化の実現に貢献できると考えます。 

 

２） 排出係数の設定 

温室効果ガス排出量を算定するにあたり、電気、ガスの排出係数を下記のように設定しま

す。 

（電気）⇒環境省 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度に定める値※５ 

・2013 基準年度の排出係数  ＝（東京電力）0.000406 t-CO2/kWh 

・2023 年度の排出係数  ＝（ゼロワットパワー）0 t-CO2/kWh 

               （東京電力）0.000390 t-CO2/kWh 

・2023 年度以降の排出係数※６＝（2023 年度東京電力）0.000390 t-CO2/kWh 

 

（ガス）⇒環境省 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度に定める値 

・2013 基準年度の排出係数  ＝（東京ガス）2.23t-CO2/千 m3 

・2023 年度の排出係数  ＝（東京ガス）2.05t-CO2/千 m3 

・2023 年度以降の排出係数※６＝（2023 年度東京ガス）2.05t-CO2/千 m3 

 

 また、熱量を算定するにあたり、一次エネルギー換算係数は、電気：9.76MJ/kWh、ガス：

45MJ/㎥を採用します。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※５ 2019～2022 年度の排出係数は、「環境省 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度に定める

値」を採用しています。電気の排出係数には、調整後排出係数を採用しています。 

※６ 電気・ガスともに、2023 年度以降の排出係数は、CO2排出量を可視化するために仮の数値とし

て設定しています。 
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３） 2030 年度の削減目標（2013 年度比▲78%） 

 本学は、大学の理念、教育研究及び社会貢献等における目標を具現化するためのガイドラ

インであるキャンパスマスタープランを 2021 年度に作成しており、５年毎に見直すことと

しています。その中で、照明器具の LED 化や空調設備の高効率機器への更新、太陽光発電

設備の設置、夏季一斉休業による省エネ等を計画し、地球温暖化対策を推進しています。今

後は、これらの取り組みをより強化することが必要です。 

 

「温室効果ガス排出削減のための実行計画」において、政府実行計画に準じた、2030 年

度までの実施計画を立てています。これは、本学が行うすべての事務及び事業を対象とし、

温室効果ガスの総排出量について、2013 年度を基準として 2030 年度までに 78％削減する

ことを目標としています。 

 さらに、この計画では、以下５点について個別対策に関する目標として挙げています。 

温室効果ガス排出削減のための実行計画 2023年度実績 

１．太陽光発電の導入 

2030 年度には設置可能な建築物（敷地を含む。）の約 50％以上に設置する

こと 

42% 

(5 件／12 件) 

２．新築建築物の ZEB 化 

今後予定する新築事業については、原則 ZEB Oriented 相当以上とすること 

2030 年度までに新築建築物の平均で ZEB Ready 相当となること 

対象なし 

 

 

３．電動車の導入 

公用車は 2030 年度までに全て電動車とすること 

0% 

(0 台／1 台) 

４．LED 照明の導入 

2030 年度までに 100％とすること 

49% 

 

５．再生可能エネルギー電力の調達 

2030 年度までに 60%以上を再生可能エネルギー電力とすること 

95% 

 

４） 2050 年度の削減目標（カーボンニュートラル） 

本学においても、2050年度にカーボンニュートラルを実現することが目標です。 

この先、2050 年カーボンニュートラルの実現のためには、運用面での取り組み（ソフト

面）と設備更新等の取り組み（ハード面）の両面からエネルギー使用量を減らす必要があり、

今後は、本学で策定している以下の計画の遂行や管理のさらなる強化を目指します。 

・カーボンニュートラルプラン（本計画） 

・キャンパスマスタープラン 2026（令和 7 年度改訂予定） 

・インフラ長寿命化計画（個別施設計画） 

・カーボンニュートラル対策工事計画 

・温室効果ガスの排出削減のため実行計画 
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（２）現状 

 

１） エネルギー使用量（2023 年度実績） 

 電気は５つのキャンパスの総量で 7,014,334kWh 使用しており、メインキャンパスである

大塚１団地での使用量※７は、大学全体の約 95.5％を占めています。都市ガスの大塚１団地

での使用量は総量で 391,673m3N であり、その多くを GHP 空調設備で使用しており、その

ほか、大学食堂や小学校給食室等の厨房設備、実験機器、ガス給湯器などでも使用していま

す。 

また、大塚１団地内には、現在、太陽光発電装置を５棟（附属幼稚園園舎、附属小学校第

３校舎、附属中学校第２校舎、附属高等学校校舎、Student Commons）に設置しています。 

図３：大塚１団地のエネルギー種類別の使用量※８（2023 年度） 

種類 単位 エネルギー使用量 
CO2排出量

（t-CO2） 

電気 kWh 5,897,271 17 

電気（太陽光発電） kWh 27,174 ０ 

都市ガス m3N 391,673 802 

液化石油ガス m3 0 0 

ガソリン L 0 0 

合計 819 

 

 

２） CO2排出量の推移  

2023 年度のエネルギー使用量は、2013 年度に比べて 8,560GJ（10.2％）減少しています。

建物面積は、2013～2023 年度に行った増改築により 4,223 ㎡増加していますが、新しい建

物は一定の省エネ対策等を講じていることから、延べ床面積が増加しているにもかかわら

ず、エネルギー使用量は減少しています。また、既存建物の断熱改修、照明器具の LED 化、

空調設備の高効率機器への更新等を計画的に進めており、これらの省エネ改修もエネルギ

ー使用量の減少に寄与しています。 

2023 年度の CO2排出量は、2013 年度に比べて、2,839t-CO2（77.6%）減少しています。

CO2排出量の低減は、上記のエネルギー使用量の減少による他、2022 年度から電力契約を

RE100（太陽光発電など CO2 を発生しない電力）に切り替えたことが最も影響し、既に大

幅に削減できている状況です。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※７ 音羽館（学生寮部分）、大塚宿舎（職員宿舎部分）を含む。 

※８ 音羽館（学生寮部分）、大塚宿舎（職員宿舎部分）を除く。以下、同様の基準で算定。 
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図４：大塚１団地の CO2排出量の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５：大塚１団地の CO2排出量の推移 
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３． カーボンニュートラルの実現に向けたロードマップ 

 

（１） 検討体制 

 カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みは、学長のもと下図のような組織体制を

構築し実行します。体制は｢教育における活動｣、｢施設整備の計画的な実施｣を軸とします。 

 

・教育における活動・・・執行部、学部、大学院、各センター、附属学校園、 

SDGs 推進研究所、OCHA-SDGs 学生委員会 

 

・施設整備の計画的な実施・・・執行部、財務課、施設課 

  

 

図６：カーボンニュートラルの実現に向けた組織体制図 
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教育における活動 

学部 

大学院 

附属学校園 

各センター 

SDGs 推進研究所 

学長戦略機構 

学長 
エネルギー管理総括者 

理事・副学長（総務担当） 

 

施設整備の計画的な実施 

施設課 

OCHA-SDGs 

学生委員会 

財務課 
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（２） 企業との協定に関する取り組み 

本学は、東京ガス(株)と、2024 年 2 月 28 日に「地域のレジリエンス向上及びサスティナ

ブル・キャンパスの実現に向けた包括連携協定」を締結し、①「自治体のレジリエンス向上

支援サービス」の開発、②太陽光 PPA 事業の共同検証、③施設におけるレジリエンス強化

の共同検証、本計画の取り組みとなる④カーボンニュートラルチャート（CN チャート）を

活用したカーボンニュートラルロードマップの策定において、共同で取り組んでいます。 

 

 

図７：東京ガス(株)との包括連携協定による取り組み概要 
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（３） お茶の水女子大学カーボンニュートラルロードマップの作成 

カーボンニュートラルロードマップは、カーボンニュートラル達成に向けた取り組みの

実施時期と、それに対応する CO2排出量削減効果・必要費用を図表にまとめたものです。 

カーボンニュートラルロードマップの作成手順を以下のフローに示します。 

 

図８：カーボンニュートラルチャートとロードマップの作成手順 

 

 

 お茶の水女子大学カーボンニュートラルロードマップの作成にあたり、後述する①～③

を行いました。 

１）CO2排出量の推移と分析 

２）カーボンニュートラルチャートの作成 

３）CO2削減対策計画の作成 

なお、カーボンニュートラル達成に向けた各取り組みの実施時期については、CO2排出量

の基準年度となる 2013年度、現状の 2023年度、以降を 2027年度、2030年度、2040年

度、2050年度に区切って計画を策定しました。 
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１） CO2排出量の推移と分析 

本学の CO2排出量の推移は、カーボンオフセットを反映しない場合、2013 年度の 3,658 

t-CO2に対し、2023 年度に 3,101 t-CO2まで削減※９しており、CO2排出量 15.2%削減に達

しています。 

削減の要因としては、以下が想定されます。 

・ 電力会社、ガス会社の CO2排出係数の減少 

・ 設備の高効率化（照明 LED 化、空調高効率化等） 

・ 建物の断熱改修 

2023 年度以降の CO2排出量については、設備の高効率化、一部施設の ZEB 化改修、太

陽光発電設備の設置などにより、2050 年度には 2013 年度比で CO2排出量 35.0%削減（カ

ーボンオフセットを除く。）できると推計しました。 

 

図９：大塚１団地の CO2排出量の推移（カーボンオフセットを反映しない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※赤字：目標未達成   

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※９ 電力については、2022 年に実質 CO2排出係数０となる再エネ電気を採用しているが、省エネ対

策による CO2削減量を可視化するために 2023 年度以降の電気の CO2排出係数は環境省 SHK 制

度令和 6 年提出用の東京電力の排出係数 0.000390(t-CO2/kWh)を採用して算出した。 
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一方で、大学の目標である 2030年度の CO2排出量 78%削減や、2050年度のカーボンニ

ュートラルの達成に向けては、CO2排出量を埋め合わせる手段として、再エネ電気の導入や

カーボンオフセットの採用が必須であることが分かりました。具体的には、現在導入して

いる再エネ電気を引き続き継続していくとともに、非化石証書やクレジットなどを活用し

たカーボンオフセット都市ガスの導入を検討していきます。 

 

図１０：大塚１団地の CO2排出量の推移（カーボンオフセットを反映した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

※青字：カーボンオフセット対象項目 

 

 

図１１：大塚１団地の CO2排出量の推移 
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２） カーボンニュートラルチャートの作成 

 

（ａ） ＭＡＣカーブ 

脱炭素化を効果的に実施するためには、各対策の CO2 削減の費用対効果を見定め、優先

順位付けを行う必要があります。まずは、効果が見える化された｢マージナル・アベイトメ

ント・コストカーブ（通称 MAC カーブ）｣の手法を用いてカーボンニュートラルチャート

（通称 CN チャート）を作成し、各対策を実施した場合の優先順位を確認します。 

図１２：CN チャートにおける MAC カーブイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マージナル・アベイトメント・コスト・カーブ」は、「限界削減費用曲線」を意味し、

カーボンニュートラル達成に向けた取り組みを、CO2排出量削減効果（横軸）と費用対効果

（縦軸）でグラフ化したもので、2050 年までのカーボンニュートラル達成に向けた取り組

みが左から費用対効果の良い順に並べられています。脱炭素化に向けた取り組みの課題と

して、具体的なアクションや取り組みはわかるものの、その費用対効果等がわからず、何か

ら取り組むべきか不明確なことが挙げられます。 

 

MAC カーブは、対策毎の費用対効果をグラフで表示することで、どこから検討・着手す

べきか、何を行うとどこまで削減が進むのかを見える化できるため、対策の優先順位付けや、

実現性の高い CO2 削減目標の設定に活用できます。ランニングコストによるメリットが、

機器等の導入コストを上回った場合、グラフ上の費用対効果がマイナスに表現されること

もあります。 

 

また、MAC カーブの作成の際は、費用対効果だけではなく、ヒエラルキーアプローチを

意識して CO2 削減対策を提示していくものとします。ヒエラルキーアプローチとは、次頁

の図のように、目標設定→削減→代替→相殺のエネルギーヒエラルキーの順にステップを

踏んで、脱炭素化を進めることです。 
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削減（エネルギーの消費を減らす）： 

運用・制御の改善・効率化、省エネルギー設備への更新 等 

代替（エネルギーの低炭素化）： 

CO2排出量の少ない燃料への転換、再生可能エネルギーの導入 等 

相殺（オフセット活用）： 

カーボンオフセット都市ガス、実質再エネ電気（非化石証書付き再エネ電気） 

 

 

図１３：「カーボン･クレジットに係る論点」（経済産業省）より抜粋 
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（ｂ） お茶の水女子大学 MAC カーブ 

本学の MAC カーブを次の図に示します。横軸が CO2削減割合（％）、縦軸が CO2を 1t

削減するためにかかる費用（費用対効果）を表しています。棒グラフの各棒は対策毎に示

され、各棒の横幅は CO2排出削減効果を示しており、各棒の高さは費用対効果（円/t-

CO2）を示します。それぞれの対策について、費用対効果の良い順に番号を①～⑥で表記

しています。なお、マイナス側に表示される対策については、対策導入に関わるランニン

グコストメリットが初期導入費用を上回ることを示しています（CO2削減だけでなく、コ

スト面でも寄与する対策を表しています）。MAC カーブ上に示す対策を全て行うことで、

カーボンニュートラル達成となります。 

本学において考慮した対策は、ヒエラルキーアプローチの分類で、 

・削減（省エネ対策：①職員等の省エネ・節電行動、②照明 LED 化、③空調高効率化） 

・代替（⑥太陽光発電設備の導入） 

・相殺（④カーボンオフセット都市ガスの導入、⑤実質再エネ電気の導入） 

となります。 

 

図１４：お茶の水女子大学 MAC カーブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①職員等の省エネ・節電行動 

②照明 LED 化 

③空調高効率化 

の省エネ対策を実行することで、全体の約 14％の CO2削減ができ、かつコスト面でも優

位に働きます。 
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また、カーボンニュートラル達成をするためには 

④カーボンオフセット都市ガスの導入 

⑤（既に採用済み）実質再エネ電気の導入の継続 

を行うことで CO2排出量をクレジット及び証書にて相殺（オフセット）することが必要で

す。加えて、 

⑥太陽光発電設備の導入 

により、カーボンニュートラルが達成可能です。ただし、⑥太陽光発電設備の導入につい

ては、費用対効果の観点より、試算上は搭載容量 40kW 以上の施設のみに限定しており、

最大搭載容量が約 150kW と限定的であることから、費用対効果が低くなりました。 

 

対策の実施にあたり、コスト面と CO2削減量を考慮し、①②③の対策を優先的に実施

し、続いて④⑤⑥の対策を実施していくことが望ましいです。 

 

 

MAC カーブ作成における設備ごとの省 CO2対策と対策種類、費用対効果（円/t-

CO2）、CO2削減効果（％）を対照表として示します。 

 

図１５：対策と費用対効果、CO2削減効果の対照表 

エネルギー

使途 
主な設備 

対策 

種類 

費用対効果 

(円/t-CO2) 

CO2削減

効果(％) 

行動変容 ①職員等の省エネ・節電行動  削減 ▲64,724  1.3%  

照明 ②照明LED化  削減 ▲61,114  7.9%  

空調 ③空調高効率化  削減 ▲45,420  5.2%  

オフセット ④カーボンオフセット都市ガスの導入  相殺 6,341  20.3%  

オフセット ⑤実質再エネ電気の導入  相殺 7,692  58.3%  

再エネ ⑥太陽光発電設備の導入  代替 7,895  7.0%  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※ MAC カーブの試算では、以下の計算式を基に費用の算出を行っており、後述する ZEB 化の効果

については、算定条件が異なるため MAC カーブから除外しました。 

費用＝対策前後のランニングコスト差／年＋(新規機器の購入費用ー既存機器の購入費

用)÷耐用年数 

※ MAC カーブにおける CO2削減効果や費用は、現時点での公的データや機器仕様、カタログ値等を

もとに算定しているが、将来的な技術進展や市場動向、経済情勢等により効果や費用は変動するこ

とから、最新情報をもとにした定期的な見直しが必要である。 
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３） CO2削減対策計画の作成 

 

（ａ） 2050年度に向けた CO2削減量推移 

CO2排出量は、外的な要因であるエネルギー会社による電気・ガス等の CO2排出係数の

低減や、建物の大規模改修工事に伴う設備の高効率化等（燃料調整等）により少しずつ削

減されてきましたが、2023 年度以降は、計画的に GHP や EHP などの空調機器の高効率

化、照明の LED 化、建物の ZEB 化改修、太陽光発電設備の導入を進め、削減のスピード

を加速させる必要があります。 

 

燃料調整等を除く CO2削減対策としては、2050 年度時点で対 2013 年度比約 22%の削減

割合を占めています。特に、照明の LED 化と太陽光発電設備の導入効果が高い割合を占め

ています。 

 

図１６：CO2削減量推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  












































